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タイトル 

長期休業の短縮による授業時間数を確保 

～令和 3 年度の授業日設定の試行～ 

 
内 容 

小学校は令和 2 年度から、中学校は令和 3 年度から、新学習指導要領が完全

実施となります。各学校では、授業時間数を確保し、新学習指導要領に即して子

どもたちに「確かな学力」を身に付けさせるため、学校行事の見直しや短時間の

学習タイムの活用など、様々な工夫を行っていますが、市全体の取組としても授

業時間を確保する必要があります。令和 2 年度は、長期休業日に授業日を設定

し、令和 3 年度以降の実施について検討する予定でしたが、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、授業日設定の試行ができませんでした。 

今後も新しい生活様式での学校運営が続く見通しではありますが、子ども 1

人 1 人の力を伸ばす教育を実現するため、令和 3 年度は、下記に示す内容を試

行します。 

 

1 実施内容   長期休業の短縮により授業日を設定する。（試行） 

(1)対象校種  小学校、中学校、特別支援学校 

(2)内  容  ・夏季休業日のうち 1 日、冬季休業日のうち 1 日を、授業日    

として設定し、授業日を 2 日確保する。 

・令和 3 年 7 月 21 日（水）、令和 4 年 1 月 6 日（木）を授業

日として設定。 

・令和 3 年度 1 学期終業式 7 月 21 日（水） 

3 学期始業式 令和 4 年 1 月 6 日（木） 

 

2 令和 4 年度以降の実施 

令和 3 年度の授業日の設定や授業時間数の状況を踏まえて、検討する。 

セールスポイント 

 新型コロナウイルス感染症の終息の目途が立たない状況の中ですが、今後

も継続した感染防止対策を行いながら、学習機会を保障し、学校行事等を含め

た学校教育ならではの学びを進めます。 

 


